




乳幼児突然死症候群(SIDS)に関する最近の統計資料を 3年間検討してきたが、SIDS に対す

る認識は徐々に高まりつつあり、わが国の死亡統計での SIDS は 1977 年には 38 例(1 歳未

満)であったものが、1979 年には 75 例、1980 年には 122 例(1979 年と 1980 年は生後 2 週

以上 2歳未満)である。SIDSの診断は地域や医療機関に極めて大きな偏りがある。1979 年

と 1980 年に SIDS と診断しているのが最も多いのは千葉県(1979 年に 7 例、1980 年に 15

例)であり、人口が最も多い東京都では 1979 年に 4例、1980 年にも 4例である。この数値

は、突然死を取り扱う法医または監察医や警察関係者の認識の程度が臨床医に影響をおよ

ぼしているものと考えられる。 

SIDS と思われる死亡に他の死因が付けられていることは死亡小票を個々に検討した結果

にも示されており、窒息・間質性肺炎・心不全などの死因名が記されている例のなかに SIDS

が含まれていることは明らかである。 

国際疾病分類(ICD)の疾病・傷害および死因統計分類の基本分類表が 1979 年に修正された

ことによって、死亡診断書の書き方もそれに準拠しなくては国際水準の死亡統計は得られ

ない。わが国では、医師の卒後研修が不十分であるので、その弊害がSIDS の診断にも如実

に現われており、法医学および監察医務の低迷と相俟って後進性を象徴しているというも

過言ではない。死亡診断書の集計は単なる死因統計ではなく、診療活動の見直しに役立て

る必要性を痛感する。 


